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まえがき 

本寄書は、ＦＴＴＲ利用ｘＤＳＬのスペクトル管理にＤＰＢＯを適用する場合の検討課

題を提示するものである。 

 
ア) ＤＰＢＯのパラメータ 

現在、ＶＤＳＬ２(G.993.2 Annex C)の仕様の一つとしてＤＰＢＯのパラメータが、NTT, 

Fujitsu, NEC, Softbank BBの連名で次回ＩＴＵ－ＴのＱ４会合に提案されている。 

ＦＴＴＲ利用ｘＤＳＬのスペクトル管理にＤＰＢＯを適用する場合は、全てのＦＴＴ

ＲｘＤＳＬ装置のＤＰＢＯに上記仕様を採用するか？ 

イ) ＤＰＢＯを適用する周波数帯域 

案１） 

ＪＪ１００．０１第３版の G章の規定に代わるものとして、1.104MHz～30MHz の周波数

帯域に対してのみＤＰＢＯを適用する。 

1.104MHz 以下の周波数帯域については、保護判定基準値などによりスペクトル適合性

を判断する。 

案 2） 

クラスＡ，Ａ’のＡＤＳＬの伝送帯域全てに対して、ＦＴＴＲ利用ｘＤＳＬにＤＰＢＯ

を適用する。 
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 ＦＴＴＲ利用ｘＤＳＬのＤＰＢＯパラメータをＶＤ

ＳＬ２(G.993.2 Annex C)の仕様と同一とするか？ 
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 ＤＰＢＯを適用する周波数帯域 

案１） 

1.104MHz～30MHz の周波数帯域に対してのみＤＰＢＯ

を適用する。 

案２） 

クラスＡ，Ａ’のＡＤＳＬの伝送帯域全てに対して、干

渉源にＤＰＢＯを適用する。 
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